
興福寺所蔵「有法差別本作法義」とその紙背文書

歴 史 研 究 室

興福寺の古文苫・聖教絡の第69函から第75 函までは「古徳論革」と仮称された未整理の聖教

が収められている。 ほとんどが巻子本であり，首尾完存のものは希で，大m�分は糊離れのi析簡

の状態になっており，現在その接続・整型作業を継続中である。 内容は論義の主主布；iや法相関係

県轄の注釈的なものが多いが，：＇＂,_IJ名不明のものがかなりある。 奥illからみると平安時代末期か

ら江戸時代のものまで混在しており，その多くには紙背文書が存している。 全貌はまだ明らか

でないが，今回はそのうち，端裏外題［ζ「有法差別本作法義」と題する問答体の因明 lζ ｜却する

解釈un 巻，及びその紙背の平安H寺代文書を紹介しよう。

まず本�l=の書誌的所見を記すと，巻子本で，料紙は楢紙，表紙・ijqliはなく，巻首部のW1l哀外

題を含む部分が少々欠損している。 紙数は13紙，一紙の法立は縦 30. 4 cm, till' 54. 5 cm, 1！！€界

で，本文 lζは同筆の返点・送仮名がある。 継目袈ごとに胡桃型黒印が一組ある。 同印が巻首・右

端！と半分ある乙と，及び内題がなく第1紙右端から直ちに本文の記載がある乙とからすると前

倒本の可能性が高く，端哀外題は前脚部の分間t後の追記という乙とになる。 しかし，端哀外題

の筆跡は本文と同筆と見得る乙と，訂正 ・ 加筆の多い草稿木であり，書籍としての体裁が整っ

ていなくとも不思議はないことからすれば，なお検討の余地がある。

本書の成立時期は，第7 紙末尾（乙「嘉応二年夏五月十九日申刻之米馳筆了Jとある乙とによ

り，第 7 紙までについては知ることができる。 次の第 8 ～13紙も同筆であり，おそらく第 7 紙

までで一旦成立したものに，更に追加告継ぎをしたのであろう。 そのととは次の紙皆文書の検

討からも確かめられる。 また第13紙 lζ奥普はなく，主医者名も知られない。 第13紙末尾lζ18押が

ー頼あるが， ；誕のものか判明せず本文との侠｜係も明らかではない。 従って最終的な成立時則は

不明だが， 第7 紙の奥書の嘉応、 2 年（1170）からそれほど距たるものではないであろう。

紙背文告は第6紙を除いて企てにあり，合計·12通が存する。 その文書名と日付を料紙II闘に示

したのが別表である。 乙のうち年紀のある（3)(7)(12)の3通はいずれも本主の最初の成立H寺点［ζ近

いが，特に（3）の日付は極めて近接している。 他の日付のみ知られるものを含めてみると，（G）ま

では 4, 5 月であり，年紀のある（3）と同一日付のものもあるのに対し，（7）以降は全て 7 月であ

るという歴然とした相違がみられる。 そして（G）までの文書で年紀のあ る も の は嘉応2年 で あ

り，（7）以降は高応元年であることからみて，（G）までの日付のないものや知られないものも嘉応

2 年のものであり，（7）以降は同じく嘉応元年のものと考えて差支えないと思われる。 また（6）の

書状は第 7 紙 lζ記されているが，上述のように「有法差別本作法義」は第7 紙までで一旦成立

していることからすると，！反故文ミ；！；！の使用状況に第 7 紙までとそれ以後とで相違が表われるの

はl三I然であるといえよう。 おそらく，本書の筆者は料紙として手近にあった苫状等を利用した

のであり，それらの大部分は筆者充てのものだったと思われるが，更に憶測すれば，これらの
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文書は大体到来順（ζ保管さ れ て い た の で あ

り，第7*J.�までを：;l｝：く｜採にはたまたま到来後

間もない文書の一昨を，それ以後を苫継ぐ｜祭

には一年前の 7 月の文書・の一昨を抜き出しm

いたのではなかろうか。

次（乙，書状の充所の記掛から本書の筆者を

考・えてみよう。12通の文書のうち，（4）は後欠

のため不明であるが，（2）ヲド院御房，（G）己前御

房，（8）己諦御房の3通の充日！？が釘lられ，他は

充所の記載がない。（4）の文中には「チ1,1民巴誹」

の記載がみられることから，ヲ1；院御房，己11,W

御房とあるのはヲ｜；院巳前倒1房の乙とであると

解され，充所の知られる3通企f';IIが同 一 人充

文時弓｜ド附ぢ｜
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(I由 13 

年 月 El 文 書 名

（ナシ） :Jli；引状

4. 9 某註？状

�）応2. 5.14 僧j務!i'i/，首1送状

。 :.llt,li状（後欠）

5.14 �'fil＇）；、J;:,'_t状

5.15 良覚書状（自白欠）

お応元.7.18 （凶良店主瓜送状

7.26 党秘書状

7.26 ｜盗範m状

7. 13 ヨ
全
ゅ

f、：＇，マl｝�ト，｝、‘ 

7.16 刷

'j；＼応元. 7. 27 （＼司教恩瓜送状

てであることから，他のほとんども芥院己誹と祢される僧侶充てのものとみて誤りないと思わ

れる。乙の｛ff／はその称から，興福寺にかつて得平l：した子｜抗である菩提on 院を住居としていた

乙とが知られる。巳諦とは興福寺縦断会話附を遂げ，続いて翌11三の宮，=1』御斎会，薬Aili寺最！協会

諮問lを勤めた宅？を称し，南仰の伯として｛目綱の地位への最短距離にあった者をいう。この当H寺

菩提院の｛自で己諦の地位にあったのは，仁安3年（11悌） t乙 iiUtf. 会諮問iを遂げた政俊であり，こ

の菩提｜抗己誹は蔵俊のζととみてli"il＆いないであろう。彼は承安2年（1172）正月｛乙法摘に叙さ

れ，安元2年（1176) 5月に村M:!Hlili ( c. {J:ぜられ，治承2正，三 (1178）閤6月に綜少｛首都（C.昇任し，同

3 年5 月には格別当｛乙有I]任されており，修学者出身として異例の栄述をとげた。しかし向より

も蹴俊は法相教学の主流［ζ11i:rnした勝れた学問として著名であり， 「法相宗fi疏目録」をはじめ

多くの著作を戒している。上fl口の地位もその学業li!f鎖のたまものであろう。't{=：承4年9月lζ没

するが，建保2年（1214) （ζは的正の官をJUYIられている。

ii'長俊は法相宗の碩学として当然の乙とながら， 「 因明大疏抄」 等の因明！刻係の著作も多くあ

り，「有法差別木作法義」の著述は知られないものの，「 興福寺流担」［乙よれば，有法差別木作

法について蹴俊が｜剥説しているζとが綴われるので，その誌を釈した�l：：を若すことは十分あり

うる乙とである。以上のことから木千！？は苦提｜比政俊の作と判断して差支えないと思われるので

あり，乙ζ（乙彼自筆の新たな著作を加え得たことになる。

紙皆文書の内容は談義・法会等l乙｜刻するものが目立つが，あるいは本古もそのような法会の

用意のために草された可能性がある。なお(IO）の中間正は，天治2年（1125）から保延 4年（1138)

にかけて2度別当と な っ た玄覚と考えられ，党教法橋は長rx21,下（1164）頃にその存在が知ら

れる。また（9）の｜盗範は元崎元年(1184) （乙自m；修会竪義を勤めている。 （方II綴 佼）

- 17 一



｜同l第7紙奥；�r-

〔

mm
〕

参
候 、

抑
天
下
大
口
候
上 、

彼
人
も
な
か
よ
口

な
り
侠
な
ん
と
申
て
候
は 、
よ
き
て
い
に
申

候
し
か
は
入
堂
な
ん
と
も
侍
候 、

存
見
口

候
也 、
人
ー
も
其
由
申
候
に
諸
事
不
叶
口

〔
忌
占

か
く
罷
過
候
也 、
ひ
口
た
へ
て
候 、
い
み

門川

い
く
か
は
か
り
御
社
な
ん
と
へ
は
ま
い
り
口

ふ
ら
は
さ
る
や
ら
ん 、
既
三
七
日
に
は
な
り
候

た
り 、

参
上
侍
候
て
何
事
申
承
侠
へ
し 、

〔

は
お
い｝

彼
沙
汰
何
様
候
口
ん 、
よ
く

／＼
真
実
た
口

ね
て
沙
汰
の
候
へ
き
と
覚
侠
也 、
無
笑
に
で

か
く
て
候 、
わ
ひ
し
く

候 、
委
事
見
参
円

山叩
承
候
へ
し 、
恐
1

誕
百 、

〔

巾
a
〕

七
月
甘
六
日

陛
筒
口

側

某
害
状

中
僧
正
御一
民
伯
綱
分
立
義
沼
教

民法制
法
健
作ハ
候 、

随
思
出
注
進
如
件 、
連
言 、

七
月
十
三
日

口
勝
附
文

仙

権
中
納
言
某
害
状

不
審
之
閥
悦
承
了 、

五
色
十
合
返
1

神
妙
候 、

毎
年
御
志
不
可
申
識

候
事
也 、

抑
南
京
少
伯
今
年
可
遂

法
花
台
竪
議
候 、
而
饗

進
物
之
刷
少
l

御
助
成

候
哉
如
何 、

他
事
追
可
申

候

／＼ 、

謹
言、

七
月
十
六
日
権
中
納
言
口
口

同館13紙末尾

進（12)
上

僧
教
恩
瓜
送
状

御
瓜
立
荷
者

状
円
H
H

L
L
I、

力up
ur

右
進
上話

応
元
年
七
月
甘
七
日
伯
教
思
上

- 18 ー



ω

某
害
状

〔
子
ヵ
〕

彼
尼

上
巴
口
口
口
没
後
事
口 、

労
令
沙
汰
候
料
ニ
雑
罷
出
候 、

〔
之h
〕

被
立
嫡
子
候
之
閥 、

万
事
思
身
口

沙
汰
候
也 、

的
可
能
居
之
支
度
口

也 、
可
然
者
此
閥
可
槌
波
候
口 、

依
念
E

不
能
委
口
候、
恐

l

謹
r－一口 、

四
月
九
日

口
口
口

芥
院

御
一厨

実
以
不
隠
使 、
然
而
如
此
活
気

所
為
不
始
子
今
事
欲 、
但
尚

僧
良
慶
瓜
送
状

-19 -

〔「
有
法
差
別
本
作
法
義」
紙
背
文
書〕

雌（4
不
思
司王
策
金．
:fil. 

某
害
状（
後
欠）

事
也
と

御
定
候 、

文
木
守
等
に

令

ロi(l)
花3
只 某
今書
不 状
候
也

相

見
隙
状
候
へ
ハ 、

特
如
此
祭
文
持

衆
幸
玄
此
十
余
日
毎

来
候
也、

的
為

御
覧
進

上
之 、

ノ、、 ’－，
=,- ".':i' 

年 可
花 然
突 進
到！【 1� 
口信也
候J 、

口

日
両
三
度
出
来
歎
申

事
候
也 、
付
申
芳
雄

此
事
非
私
進
止
佼
也、
仰
給

〔
X

可
h
U

B
大

恐
E

謹
言

有
恐
有
印 、

委
令
尋
問

山・明';2司王
和Ii句史
可心以
令 致
知l忽
見 諸

御 不
候 候
者 、

恐
1

詑
言 、

口
口

給 、
内
、、

芥
院
巴
講

御
許

｛
州柏
市山
切
封
表
山山口｝

「（
切
封）

口
口
口」

故賞、 房
刻！被
承 1:1�1
者 機
1tl二 令
主〔

正1ヨ
ロ￥給
所J
為

謹
1

上
五
月
十
五
日 、
良
お

己
誠

御一
回
口

侍

僧
勝
尋
酢
送
状

ω

範
覚

書
状

先
日
所
令
申
候
大
乗
論

談
義
必
1

可
申
訪
候、
生
一＆

大
事
候
也 、
寺
の
わ
か
学
生
共
中

あ
ひ
可
候
也、

仙
如
然
談
義
大
切
候

〔
注
3

也 、

委
細
可
口
賜
候
耳 、

五
月
十
四
日

純
日
ょ

右 進（7)
；ょう進御上
応上瓜
元如 一

年件荷
4ゴ 、

）ヨート
/1、
lヨ

m
良
陸
上

qAV
 進

上
御
酢
立
瓶
子

右
所
令
進

上

如
件、
以
解 、

嘉
応
二
年
五
月
十
四
日
伯
勝
尋

川

覚
演
奉

書

来
月

御
前
延
之
問
題
可
奉
注

御
之
由
所
候
由 、
恐
限
誠一宮口 、

七
月
甘
六
日

覧
演
口

進
上

己
諮

御一
民
侍

(6) 

良
覚

書
状（
前
欠）

之
慮 、
弓
子
制
任
先
例
沙
汰
了

川

隆
範
害
状

指
事
不
候
閥
治
不
令
申
供 、

〔
不
3

文
口




